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市民税・県民税の

申告、その前に！
　早めの準備で期限内の申告に備えましょう。                    ★課税課市民税係☎ 25- １１２３

日程・会場
①２月 13日㈭～ 19日㈬　セルディ
※会場入口で受付。
②２月 20日㈭～３月 17日㈪　市役所
※市役所１階市民ホールで受付。
受 付 時 間
午前９時～ 11 時 30 分、午後１時～４時
※土・日・休日を除く。ただし、３月２日㈰は実施。
※地区ごとの申告日程は、広報ほんじょう２月号に掲載
します。予約や整理券の配付はありません。

「令和７年度市民税・県民税」「令和６年分所得税」 　所得税の還付申告書は、確定申告期間前でも本庄税
務署に提出できます。申告会場は大変混み合いますの
で、所得税の還付申告をする方はご活用ください。

配付開始日　２月３日㈪【予定】
配 付 場 所　 本庄ガス ECO はにぽんプラザ、課税課、支

所市民福祉課、セルディ、図書館本館、市

令和７年度市民税・県民税申告書の配付

申告相談

申告書 申告について

市

よくある質問【医療費控除について】
Ｑ．�医療費控除に必要な書類は？
Ａ．�「医療費控除の明細書」が必要です。ただし、
市では明細書の作成は行いません。

　　 事前に診療を受けた方ごと、医療機関ごとに累
計し、明細書を作成してください。なお、健康
保険や生命保険の制度等からの補填金分は、医
療費から差し引かれます。

※医療費控除は、所得税や住民税を減額するものであ
り、支払った医療費が還付されるものではありません。
※状況により税額が変わらない場合もあります。
※医療費の領収書等必要書類の提示等を求める場合
があります。申告期限等から５年間は保管してくだ
さい。また、医療保険者が発行する医療費通知を添
付することで、明細の記入を省略できます。

　各税理士事務所において、原則、対面で無料の申告
相談を行います。希望者は、事前に各税理士事務所に
電話連絡のうえ、ご利用ください。
対象　 年収 600 万円以下の給与所得者で医療費控除

や住宅借入金等特別控除などの申告をする方、
年金受給者で確定申告が必要な方

相談時間　午前９時 30 分～午後４時
※開催日程や各税理士事務所の連絡先
等、詳しくは市 をご覧ください。
★ 関東信越税理士会本庄支部
    ☎ 35- １１２８

税理士による無料税務相談

　スマートフォンで申告を希望する方向けの説明会です。
必要な書類がそろっている方は、当日中に申告書の提出
まで完了します。ぜひご参加ください！
日�時　①２月５日㈬　午前９時 30 分～午後４時
　　　②２月６日㈭　午前９時 30 分～午後４時
※①②のいずれかを選択。
会場　①市役所５階 502 会議室、②セルディ２階大会議室
用�意　 スマートフォン、マイナンバーカード、収入金額がわ

かるもの（源泉徴収票等）、各種控除を証明できるもの
申込　電話で下記へ
★本庄税務署個人課税部門☎ 22- ２１１４

スマホ申告相談会【事前予約制】

他にも申告に関する、こんな相談会があります

所得税の還付を受ける方へ
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国保加入世帯数
　　　　10,517　世帯
被保険者数
　　　　15,795　人
（令和６年 12 月１日現在）

保険給付費　保険給付費　
70.4%	70.4%	
55 億 8,578 万円55億 8,578 万円

国保事業費納付金国保事業費納付金
26.5%　26.5%　
21億	593万円21億	593万円

総務費　1.6%　
1億 2,381 万円

その他の支出　1.5%
1億 1,987 万円

県支出金県支出金　70.2%　70.2%
57億 2,373 万57億 2,373 万円円

保険税保険税　20.2%　20.2%
16億 4,484 万円16億 4,484 万円

その他の収入　0.1%	
879 万円	

歳入

歳出

前年度繰越金　2.2%	
1 億 8,123 万円

国民健康保険ガイド

市繰入金　7.3%
5億9,486万円

79億3,539万円79億3,539万円

81億5,345万円81億5,345万円
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